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　　The　recent　movement　m　act1v1t1es　of　enterpr1ses，1eg1sIat1on　econom1ca1system　and　the　con－

sc1ousness　of　consumers　for　format1on　of　the　c1rcu1atmg　soc1ety　was　overv1ewed　Based　on1t，the

techn1ca1sub］ect　for1owermg　the　env1ronment　mpacts　e岱ect1ve1ywas1nvest1gated．and　nexttwo　were

proposed　for　study，how　to　treat　the　wastes（dusts　ash　and－so　on，wh1ch　contam　harmfu1heavy

meta1s）andto　store　safe1y　as　the　art1ic1a1resources　and　to　makethetoo1for　des1gn　engmeers　to　p1an

the　env1ronment　consc1ous　product　m　rout1ne　work
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1．はじめに

　環境間題とは，近年，人類の活動の規模が自然の許容カを脅かす所まで拡大したことによ

って顕在化したものである．このまま進めぼ，近い将来に表11・2）で示すような『あっては

ならないこと』が予測されるに至っている　『人類は80年で減亡する』3）という表題の本も出

版されている　『そうならないようにするためにとうするか』という課題に対して，技術や

杜会システムなどいろいろな面から取り組みが始まっている←8）．しかし，その努力の和と

して，人類に許された時問的余裕の中で，マクロ的に見て実効ある結果を出せるかという点

では，かなり疑問がある　例えは，技術的な取り組みについても，その多くは単なる間題の

置き換えであったり（ある問題を解決できるが，別の間題を引き起こすおそれがある），ま

た，杜会で広く実用されて効果が出てくる道筋が見えてこないものであるように思われる．

最近，『リサイクルしてはいげない』9）脚注という本が出版されて話題を呼んでいるが，その

あたりの問題点を指摘したものと解釈することができる．
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表1　21世紀の環境未来予想年表2）

・地球温暖化の一つの原因とされている二酸化炭素の放出規制は，結局国際的な取り組みが

2005年
無効のままとなる．

・日本国内において，廃棄物の最終処分地不足が顕在化する．

・ゴミ焼却が制限された．完全分別した単品の焼却のみ許可されるようになる．

2010年 ・世界的な食料供給危機が到来する．

2020年 ・原油価格が急騰する． ユネルギー危機再来．

2025年
・エネルギー源を石炭に依存し始めたために，酸性化が進む． 同時に，バナジウム，マソガ

ソなどの排出量が増加する．

⑧先端電子機器による土壌汚染が問題に． ガリウムヒ素やその製造装置からでる廃棄物など

2030年 の不適切な処置が問題．

・やっとのことで鉛が完全回収以外は使用禁止に．鉛に付随して産出する金属が不足する．

2050年
・地球温暖化が目に見えるようになってきた．海水面も50cm程度上昇したようだ． モノレジ

ブなどの島国では被害が出ている．

　本報では，まず環境間題に関する現状の把握を行い，ついで技術的取り組みを見直し，そ

れに基づいて，研究すべき課題の検討を行なった．

　なお，本研究は，財マッダ財団の助成を得て行われたものの一部である．

　　　　　　　　2．現在の環境問題への取り組み状況とその問題点の把握

　まず，環境問題への取り組みの現状を，企業，官（国およぴ自治体），消費者（生活者）

の3つに分けて概観する．

2．1．企業の取り組み

　1960年代には発生源が特定できる，いわゆる公害問題が頻発した．70年代までに，製造

工程からの排出の濃度や排出量に対する規制が強化され，環境機器の設置などによって画期

的た改善が進んだ．また，この時期，オイルショックによるエネノレギー費高騰に対応するた

めに省エネノレギーが進み，両者あわせて量産技術の確立という点で世界のトップの座を確保

するに至った．確かにその頃までは技術の進むべき方向がよく見えていた．1980年代後半

からは地球温暖化，廃棄物，化学物質たと，加害者が特定しにくい問題がクロースアヅプさ

れだしたが，技術対応の具体的な方向が見えにくくなった　また，経済停滞の中で，明確な

脚注）『リサイクルしてはいげない』9）の要旨：リサイクルの狙いは物質の有効利用を通して，環境へ

　　の負荷を最小にすることである．目に見えるもののリサイクルだけでなく，労力，エネルギー

　　を含めて総合的に環境負荷の最小化という点から見直すべきである．例として，ペットボトル

　　などは，無理にリサイクノレするのでなく，燃焼して熱回収し，灰は人口鉱山に運搬して将来，

　　必要な資源を取り出せるようにすべきであると提唱している．
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対応が打ち出せない状態が1990年代中盤まで続いた．しかし，数年前から先進的な企業

は，企業イメーソを高める目的で，環境間題への対応を外部に積極的にPRするということ

が行なわれるようになってきた．その1つが各杜の環境報告書の発行である．環境報告書

を発行している企業の数は，平成10年時点では，上場企業の約11％である10）．約150杜の環

境報告書を取り寄せて解析を進めているが，その一部を表2に示す．今，取り組みが行な

われている共通的なことは，IS014000の実行（紙，ゴミ，電気の削減が中心），工程の省エ

ネルギー，排出物の有効利用，製品の環境配慮化などである．

　図1は，最近，発表された環境対応に関連する技榊こ関するニュースを，省工不を狙っ

たもの，リサイクノレしやすいように廃棄後の分離性向上を考えたもの，およぴ従来の材料で

は環境の面で問題であったものを新しい材料＜エコマテリアノレ＞を開発することによって解

決したものの3つに分類して，さらに着眼点に分げて示したものである．製品を通して環

境間題に対応する企業の発想のアウトライソが伺える　ただし，環境配慮が一部で行なわれ

ているだげでは，環境改善への効果は小さい．このようなことがニュースとして取り扱われ

るのではなく日常広く行なわれるようになって，はじめて実際の効果が期待されるのであっ

て，まさに第1歩踏み出した状態に過ぎないと言える．

　最近，リサイクルエ学という観点から各関運学会の認識が示された11）が，それをまとめ

ると表3のようになる．個々の業界内で対応策を進めるとともに，業界の壁を越えてやり

敢りを行い，全体として問題を解決する方向に期待が表明されている

2．2．法的取り組みとそれへの対応の問題点

　2000年6月に閉会した第147国会で，環境基本法をはじめとする循環関連の6つの法律が

成皿した　それは循環型杜会基本法（正式名称は循環型杜会形成推進基本法），廃棄物処理

法（産業廃棄物処理特定施設整備法を合わせた改正），資源有効利用促進法（再生資源利用

促進法の改正），建設資材リサイクノレ法，食品リサイクノレ法およびグリーソ購入法である

が，基本法から個別のリサイクル法まで一体的に法律が整備されたことになる（図2）．

　循環型杜会基本法（2000年6月実施）は，これから形成すべき循環型杜会の姿と実現の

ための施策を示したもので，

　（1）廃棄物の処理の優先順序を，『①発生抑制（Reduce）→②部品なとの再利用（Reuse）

　　→③材料の再生（Recyc1e）→④熱回収→⑤適正最終処分』と明確に定めたこと

　（2）事業者と国民は排出者責任，生産者は製品の廃棄後まで一定の責任（拡大生産者責任）

　　を負うと明記したこと

の2点に特徴がある．これは，1994年に制定されたドイツの循環経済法を参考にしたもの

である．目的，理念はよくに似ているが，責任の所在については，ドイツでぱ排出者責任

（例えは，生活者もこみ処理の実費を負担しなけれはならない）およぴ拡大生産者責任（製

品の製造，使用段階から使用後の処理まで環境負荷に対する責任を生産者が負うという考え

方）を徹底して要求しているのに対し，目本の方は製品ごとに必要な処置を適切に役割分担

し，費用を適正かつ公平に分担するという考え方である点が異なる12）

　廃棄物の発生抑制（Reduce），部品なとの再利用（Reuse），材料の再生（Recyc1e）を合
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表2　環境報告書のまとめの1例

業種 項　　　目 リストアヅプしている企業

IS014001実行 9／10

代替型枠使用 7／10

廃棄物再利用（下記内訳） 7／10

建設 ⇒コソクリート塊・アスファルト塊 7／10

⇒木材屑 6／10

吟汚泥 6／10

吟混合廃棄物 6／10

ビソ回収 5／5

副産物，廃棄物再資源化 4／5

飲料 省エネ（C02削減） 4／5

廃棄物削減 4／5

缶・ビソ・ペットの軽量化 3／5

IS014001実行 5／5

省エネ 5／5

SOx（硫黄酸化物）削減 5／5

鉄鋼
NOx（窒素酸化物）削減 5／5

ばいじん削減 5／5

スラグ再利用 5／5

廃棄物の再資源化率 4／5

水再利用 3／5

C02削減（火力発電効率向上，送配電損失率低減） 9／9

太陽光発電実行 9／9

SOx（硫黄酸化物）削減 9／9

NOx（窒素酸化物）削減 9／9

IS014001実行 8／9

廃棄物再利用（下記内訳） 8／9

⇒石炭灰有効利用 7／9

電力 ⇒廃コソクリート電柱再利用 7／9

⇒脱硫石こう再利用 7／9

⇒金属屑再利用 7／9

⇒重原油再灰再利用 6／9

⇒廃プラスチック再利用 4／9

風力発電導入 8／9

SF6（六ふっ化硫黄）使用低減 7／9

特定フロソ便用削減 5／9

わせて3Rと呼ぶ．これらと，燃焼時の熱回収の4つを合わせたものが，従来，広い意味で

『リサイクル』と呼ぼれていたものである．以下でも『リサイクノレ』と書いた場合は，それ
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省エネルギー技術関連

⑧　自然エネルギーの利用（太陽電池、風カ発電など）

⑧　燃費を向上させたハイブリヅド車（リッター29．

⑧　夜間電カを利用した氷蓄熱式の冷暖房ンステム

製品改良による省エネルギ化

0kmを実現）

消費電カと使用水量を減らした洗濯機（洗濯槽の形を変えて洗浄カを向上）

省エネ率を向上させた洗濯機（遠心力を洗浄に利用）

消費電力を低減させた冷蔵庫（きめ細かい温度コントロールで可能に）

省エネ効果を高めた家庭用エアコン（室内機の空気取り込み方法を改良）

省エネ型のシャワートイレ（便座の開閉を節電スイッチに利用）

燃費を向上させた自動車（無段階変速機イVT一の導入）

⑧　乾燥式家庭用生ゴミ処理機の節電（プラチナ触媒で脱臭時の消費電力削減）

⑧　発電機やエンジンの熱効率を上げるための新合金鋼（高純度の鉄とクロムで作る耐熱性の高い新金属）

リサイクル設計関連

⑧　単一素材化によるパソコン製造（プラスチック成形部品の易分別化）

⑧　リサイクル性を高めた掃除機（ホースに導線を使用しない）

⑧　リサイクルしやすい構造の壁紙（表地と裏地の分別ができる）

⑧　リサイクル性を高めるため内装材などにオレフィン系樹脂を採用した車

⑧　分解を容易化した携帯電話（電池とふたの部分を別々に設計）

⑧　標準的な工具だけで分解できるようにした洗濯機（本体の構造を見直し）

⑧　リターナブルビンの活用（飲料びんの回収システム強化）

リユース（再使用）の概念をAむリサイクル
⑧

亀

⑧

再利用できる梱包システム（特殊フィルムを使って緩衝材を不要にした）

何度も使用できる書類ファイル（綴じ具の部品を敢り外し可能に）

500回まで書き換えできる感熱式の印刷システム

エコマテリアル関連

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

③

インバーター回路の省エネ化（インバーター回路に適した電磁鋼板の開発）

環境への負荷が少ないシロアリ駆除剤（植物由来の有効成分のみを使用）

リサイク〃性向上・密閉性・熱伝導性向上のW（キャビネットにマグネシウム合金を採用）
寿命性能を高めた放電ランプ（発光管に透光性セラミックを採用）

路面低抗を抑えて燃費向上にっなげるタイヤ（シリカ入りゴムの採用）

曲げ強さ、強度に富むテニスラケットのガット（生分解性プラスチックを使用）

⑧　エコセメント（高炉スラグなどから作られた）

⑧　廃材を利用した建築用の断熱・吸音材（廃棄やし繊維を板状にして利用）

⑧　廃棄物を利用した外壁用タイル（さらに光触媒加工で洗剤洗浄が不要に）

図1　最近発表された環境対応に関連する技術に関するニュース

らを合わせたものを指す．

次に，廃棄物処理法（2000年10月から施行）の主な改正点は

（1）廃棄物を排出した事業者（処理業者でなく）の責任を強化する

　　　廃棄物が適正に処理されていることの確認を怠り，問題を生じた場合には，廃棄物を
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表3　リサイクルエ学という観点から見た各業界の現状認識11）

業　　種 一般的な認識 具体的課題

電子産業

自動車産業

1．シュレッダーダスト処理法2．設計段階での解体容易化設計．た　だし，近年ハイブリッド車や，新　穫式のエソジソ開発など技術進歩　が速く，解体などによる部品の再　利用化率低下が懸念される．

マテリアルリサイクノレが難しい課題．

プラスチック産業

1．熱エネノレギーとして資源を再利用　する（サーマルリサイクル）2．生分解性プラスチックの開発など．

鉄鋼業

高温技術を生かして，他産業のリサイクノレ問題を援助できる． 1．ダスト処理法2．トラソプエレメソトによる鋼材汚　染対策（鋼材成分の見直し）

廃コソクリートの再資源化が課題．

土木業

1．コソクリートに要求される品質そ　　のものを考え，再生材使用のコソ　　クリートの品質改善を追求する．2．コソクリートを品質により使い分　け，有効かつ経済的に活用．

建築業

建築物は，耐用年数が長く，投資および資材の投入量や種類も圧倒的に多い．このような要因を考慮し，建築のライフサイクルを通じて総合的かつ適正に評価する必要がある．

下水道

汚泥の最終処分地絶対量が不足．下水汚泥については一層の減量化と資源化利用の推進が緊急課題．

　　排出した事業者に現状復帰の責任を負わせるなと

　（2）地方公共団体の責任を強化

　　　都道府県は廃棄物削減や適正処理推進の計画を作成する　地方公共団体が与して処理

　　施設の整傭を推進する

の2点である　排出責任の強化の狙いは，豊島問題なとの原因になった不法投棄を防くた

めに，排出元の企業が委託費の安さに惹かれて処理業者を選定しないで（不適切な処理をさ

れると後で莫大な修復の費用を負担しなげればならない危険があるので），優良な処理事業
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1　環境基本法　1

2000年6月施行

循環型杜会基本法

　廃棄物処理法

2000年10月施行

　　　　（　　容器包装リサイクル法

資源有効利用促進法 2001年4月施行

（、、家電リサイクル法　、、）

グリーン購入法

2001年4月までに実施

食品リサイクル法

2001年6月までに実施

建設資材リサイクノレ法

2002年6月までに実施

図2　2000年制定の環境関連6法（実線で囲んだもの）の位置づけ

者へと委託先を変えるように仕向げることにある．

　資源有効利用促進法（2001年4月から実施）は，リサイクノレの推進に向げたワク組みを

作るもので

　（1）使用後に廃棄される量が多い製品を指定し（自動車，パソコソ，大型家電，カス　石

　　油機器など），省資源化や長寿命化のための設計，修理体制の整備を義務づげる

　（2）特定の製品（自動車，パソコソ，複写機，パチソコ台など）に対する部品の再利用を

　　義務づげる

　（3）特定の製品に対して回収，リサイクノレを義務づげる

　（4）特定の業種（鉄鋼業，紙パノレプ業，化学工業なと）の工場なとに，産業廃棄物の発生

　　抑制とリサイクル推進の計画作成を義務づげる

ものである．

　それ以外のリサイクル法は個別の物品を対象にしたもので，すでに制定されている容器包

装と家電に加えて，今回，とくに廃棄物排出量が多い建設廃棄物（年問6000万t排出）と食

品廃棄物＜年間1600万t排出＞に関して以下のように定められた

　建設資材リサイクル法（2002年6月までに実施）では，リサイクルを促進するために，

一定規模以上の解体工事や新築工事に対して，コソクリート，アスファルト，木材の分別解

体を義務づける．また，食品リサイクノレ法（2001年6月までに実施）では，一定以上の食
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品廃棄物を排出する食品メーカー，流通，外食なとの事業者は，食品廃棄物の減量化と，飼

料や肥料などの原材料としてのリサイクルに取組まなけれぼならないと規定している．

　さらに，クリーソ購入法（2001年4月までに実施）は，環境配慮型製品の需要拡大をす

ることによって，リサイクノレ推進を支援するものである．国，地方公共団体は，グリーソ調

達の方針を作成し，調達実績を公表する　事業者や国民は，できるだげ環境負荷の少ない物

品を購入する．また，国は環境負荷の少ない物品についての情報を提供するとしている．

　これらの法律は，技術的あるいは経済的に実施できるか否かのボーダーにあることを要求

することによって，当事者たちの考え方の変革と技術の革新をリートするという性格のもの

で，以前の公害防止関連法のように，その規制を守らなげれぼ操業できないが，それをクリ

アすると，それ以上の改善をさせる推進力を持たないというものとは異なっている．このよ

うな性格を持っているので，法律を制定すれば，すぐに実行されるという保障がないという

弱点を持っている．すでに施行されている容器包装リサイクル法が，実施率の低迷という間

題に直面しているように，今回の諸法も実施のためには以下のようなことが問題と考えられ

ている．

　（1）3Rの見本になっているのは，主として法人を相手にし，レソタルという形で営業さ

　　れている複写機業界である．今回，とくに打ち出された部品の再利用（Reuse）を進め

　　るためには，

　　　①　廃棄物を効率的に回収できること

　　　②　高額製品で，部品を再利用する経済的メリヅトを出しやすいこと

　　　③　所有する喜びよりも，機能そのものが主な目的であるもの

　　　④　技術進歩がそれほと速くないもの

　　などの条件が必要であるが，複写機はこれらをほぼ満足している．複写機業界は，先頭

　　に立ってこれを推し進めるために，技術的には新旧のモデルにまたがって部品を共通化

　　すること，中古部品の耐久性を正確に把握する余寿命判定技術の確立を急いでいる

　　　一方，家電やパソコソでは，上記の4つの条件をほとんど欠いている．したがっ

　　て，3R，とくに都品の再利用（Reuse）にどのように対応するか，見込みはほとんど

　　立っていない状態である．ただ，これからの循環型杜会において，耐久消費財は，物を

　　所有するのではなく，機能を必要な時に買うという形に変わるべきで，複写機業界の営

　　業形態こそこれから目指してゆく方向であるという意見も出始めている6）ので，少なく

　　とも，これまでのように，修理をしたいと販売店に持ってゆくと，『新品を買った方が

　　安い』と言われるような状態は改められることになるだろう．

（2）日本の自動車メーカーは，排ガス浄化や低燃費技術では世界をリードしてるが，改正

　　リサイクル法が目指す3Rの分野では，欧米に比べて出遅れている．日本の自動車の平

　　均寿命は9．6年であるのに対し，ドイツでは約12年，アメリカでは約15年と長い．した

　　がって，欧米ではReduceを実現する長寿命と，それを支える中古部品の使用（Reuse）

　　があたりまえになっている．これに対する日本の自動車業界の現時点では，『使用年数

　　が短いのは消費者意識の問題であり，また，部品をリュースしろと言っても，安全と両

　　立させることを考えると難しい』と消極的であるが，1部のメーカーでは，廃車から回
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　収した部品を修理用の交換部品に使うことや，回収した部品に手を加えて品質を保証で

　きる形にしたものを再生部品＜リビノレド＞として，新品より3割程度安く売り出すこ

　となどを始めている13）．

（3）建設資材は不法投棄の9割を占めているので，まず，不法投棄を減らすことが重要

　で，ついで3Rに進むというステップが考えられている．建設資材を工場で製造する場

　合には，その工程から出る廃棄物は，例えぼ図3に示すように，49品種に分別て，23

　業者にリサイクノレを委託することで，ゼロエミ1■ヨソ＜廃棄物セロ＞を実現している例

　もある14）したがって，技術的には不可能ではないが，建築現場で問題になるものと

　して，分別回収しやすい手壌し方式では約2倍の費用を要すること（30坪の家では，

　約50万円高くなる　その費用は，結果的には，建て替えの施主の負担になる），およぴ分

　別回収しても運搬費が高いこと（効率化のためには共同で行なうべきであるが，法律で

　は，排出者の責任を明確にするために，共同回収が認めていないため）なとがあげられ

　ている13）．

（4）食品リサイクノレ法では，食品廃棄物の2割削減が排出事業者に求められている農

　水省では，飼料や肥料にするなどの『再生利用』，脱水や乾燥による『減量』，調理方法

　の改善による『発生の抑制』という3つの方法を用意して，目標達成を実現しようと

　しているが，食品流通業界では，コストと技術の両面から，堆肥として利用する方法が

　中心になると考えられている．そのためには『良質な堆肥を生産農家に流通させること』

　が必要であるが，廃棄物から良質な堆肥を製造すること，およぴうまく農家に流通させ

　ることの両方とも，問題が山積している．

資源の種類

図3　建築廃材の利用の例14）
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2．3．経済面からの取り組みとその問題点

　ある経済主体（企業や消費者）によって排出される汚染物質が，他の主体に及ぼす被害の

費用を『外部費用』という．従来，製品の価格にはこの外部費用が含まれていたかった．こ

のため製品の価格が外部費用を含む場合に比べて低くでき，需要の拡大を促進したが，逆に

過剰生産　過剰消費の背景になっていた　また，汚染物質を排出しても，その対応のための

費用を排出者が直接，負担する必要がなかった（税金という形で負担）ので，企業も消費者

も汚染物質の排出を削減するような生産構造やライフスタイルを採用するというイソセソテ

イブを持たなかった．これを改めようとするのが，『環境関連費用の内都化』の動きである．

　その1つは，循環型杜会基本法に示された，事業者と国民は排出者責任，生産者は製品

の廃棄後まで一定の責任を負うという制度である　すなわち，その製品を使用後のリサイク

ノレや廃棄物処理に関連する費用を企業が負担する（結果的には製品の値段に反映されるの

で，その製品の直接の消費者が負担することになる）ということである

　もう1つは，環境税という，例えは炭酸カスの発生量に応じて税金を払うこと（炭素税）

である．また，リサイクル品使用を進めるために，バージソ資源を使うと時にその使用量に

応じて税金をかげるということも提案されている　これらは，各企業が同業者に対してコス

ト競争力を維持するために，省工利こ努力することや，リサイクノレ原料を優先的に使おうと

することを期待している6）．

　いずれも近視眼的に見れは，製品の値段が上がるので，購買力の減退や国際競争力の低下

などが懸念されている．しかし，長期的視点に立てぼ環境に配慮することが必要であり，ま

た，それには費用がかかるということを認識すれば，杜会的公平感を保ちながら多くの企業

や人に実行させるには上記のような経済政策を取ることは正しい方向である　課題はとのよ

うな数字を設定するかということであろう．

2．4．消費者（生活者）側の取り組み

　環境間題に対応するためには，『ライフスタイノレを変える』ということがよく言われてい

る．それは，平たく言えぱ，生活におげるエネノレギーおよび『もの』の使用量を下げるとい

うこと，すなわち，生活のレベノレを下げるということである．それを平時に，しかも自発的

にやらせるというのは容易なことではない　しかし，この10年問に，すくなくとも大量生

産・大量消費ということは過去のものとなった．r購買力の低下」ということも，「もの離れ」

という，価値観の変更が徐々に進行しているものと積極的に評価することも可能である．こ

のように，明らかに過剰部分であった部分を切り取ることは比較的容易に行なわれつつある

が，こみ処理間題や，京都議定書に定められた炭酸カス発生量削減なとに対応するには，さ

らに意識した取り組みが必要である．

　こみ問題は，こみ処理施設の新規立地が認められにくい雰囲気の中で，今のままでは，こ

み処理能力がパソクする目が数年先に近づいている．しかし，解決に至る具体策が見えてい

ない．

炭酸ガス発生削減については，『2010年において1990年に比べて6％削減』というのが日

本の約束事項であるが，1990年に比べて増え続けているので，1998年に比べて16％削減し
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なげれはならない　炭酸カスの発生量は民生部門が日本全体の約20％を占めているので，

全体への影響が無視できない．また，産業界などはすでに省エネできることから実行に移し

ているので残された削減の余地はそう大きくない．したがって，日本全体として，目標達成

のためには，民生部門で平均を越える削減率の達成が期待されている．実際に，モデル世帯

で試算した結果では，取り組み前に比べて40％近くが削減することが可能とされている．

また，それによって，年間15万円／世帯の光熱費が節約できるというメリットもある15）．し

かし，エネルギー使用量はまだ，増え続げている状態で，目標達成を実現するための具体策

は見えてきていない．

　世界的にみれぼ，環境問題への取組みは，現在の生活レベノレを下げたくないという観点か

ら消極的な先進国（アメリカなど），および生活レベルを上げることの方が先行するという

観点から消極的な発展途上国のクループと，国家的戦略として積極的に取組んでいるヨーロ

ッパの1部の国々（北欧，ドイツなど）という3つのグループに大別される．その中で日

本はこれまであまりはっきりした姿勢を示していなかったように思われる．今後は，国とし

ての発言力を大きくするためには，環境対応において積極策に転じる必要がある．その姿勢

を実際に示すために，炭酸カス削減についての京都議定書の目標達成なと国を挙げて戦略的

に取組むべきであると思われる．

　ライフスタイルを，使い捨てからの脱却して，ものを大事に使うように変えてゆくという

ことは，嗜好の多様化と結びつくように思われる．製品生産やそのアフターケアを効率的に

行なうということから考えられる画一化とは逆の方向である　この矛盾関係を解決するため

に切り札として漢と期待されているのはIT技術である4・5）が，課題は多い

2．5．小活
　企業には経営戦略として環境対応に積極的に対応する動きが見え始め，また，リサイクノレ

関連法の整備や，3R実行のための経済的イソセソテイブを与えるしくみ作りが始まり，循

環型杜会形成に向けてのフレーム作りは第1歩を踏み出したと言える．

　しかし，こみの問題のように差し迫った課題，炭酸カス発生削減への対応のような国家戦

略的に考えなけれぼならない課題など問題は山積している．また，生活者がものを大事に使

うようにするには，嗜好の多様化という，効率化とは逆の方向が予測される．

　この中で，3Rなどを効率的に行なってゆくことは，本来は矛盾関係にあったものを解決

するという難易度の高い課題であることを十分に認識して，取組む必要があると思われる．

　　　　　　　　　3．循環型システムを作る上で留意すべき技術的課題

　人類が地球上で長く繁栄を続げるためには，資源から廃棄物への一方向の流れではなく，

各種の循環が必要である．前項では，使える可能性があるものを，どのようにすれば多く循

環使用できるかという点を中心に動向を述べた．それに対して本項では，循環型システムを

作る上での陰の都分，すなわち，循環に伴って引き起こされるおそれがある間題とその防止

のために留意しておかなげれぼならないことを述べる．
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　廃棄物循環に関連した問題を扱う時に忘れてならない基本原則は次の3点である．

　（1）廃棄物とは原理的に，入り混じったもの（エソトロピーが高い状態にあるもの）であ

　　る　この廃棄物を有効に利用するには（エソトロピーを小さくするために），大なり小

　　なり『分離』という操作が必要である．

　（2）エソトロピーを小さくするには，新たにエネルギーを加えることが必要である．そし

　　て使用するエネノレギーのことも考えに入れると，全体としてのエソトロピーは大きくな

　　る（エソトロピーの法則）．どれだげエソトロピーが増えるかは，道筋（方法）に依存

　　する．

　（3）廃棄物に含まれていた原子は全て，とのような処理をしても消えてなくならない（質

　　量不変の法則）　とくに，元素として毒性があるものが含まれている場合には，もとの

　　濃度は低くても濃縮を伴うことがあるので，その行く先に注意する必要がある．

　実際の循環プロセスにおいてとくに問題になるのは，『①発生抑制（Reduce）→②部品な

との再利用（Reuse）→③材料の再生（Recyc1e）→④熱回収→⑤適正最終処分』という流れ

の中にさりげなく書かれている『適正最終処分』である　具体的な問題の例を挙げる

　（1）シュレッダーダストの間題

　廃家電や廃自動車のリサイクルにおいては，部品として使えるものを取り外した後，ノユ

レヅターという破砕機にかげて単体分離する　この際発生する粉塵（破砕室から吸引，捕集

されたもの）をシュレッダーダストという．プラスチック類が主であるが，もとの製品に含

まれていた各種徴量元素（重金属類なと）もこの中に移行している（表4）　ノユレヅター

タストは，従来，埋立て処理されていたが，嵩張るとともに重金属類の溶出なとの間題があ

り，燃焼して減量してエネルギー回収するという方法が指向されている　この際，有機物類

は燃焼するカ㍉重金属類なとはタストや焼却灰に移行して濃縮が起こる　その最終処分が問

題となる．

　（2）生こみ処理の間題

　生こみについても，埋め立て地の不足から，焼却によって減量するという方向が取られて

表4　各種廃棄物に含まれる重金属類やハロゲソの濃度（ppm）

Cd Hg As Pb Cr Ni Zn C1

シュレッダーダスト（廃自動車）18） 12．3 1．2 4．2 2700 167

シュレッダーダスト（廃家電製品）18） 8．3 0．63 4．2 3100 8．3

焼却ダストg） 80 3．5 17 1800 210

焼却灰9） 11 O．25 3．2 420 98

活性汚泥19） ND 1．1 1．9 8
鉄鋼電炉ダスト20） 1900 2100 1900

石炭焼却ダスト21） 2．52 0．20 14．02 34．78 13．75 21．07
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きた　燃焼すると含まれていた徴量の重金属類はタストや焼却灰に移行し（表4），その最

終処分が問題として残る　なお，最新式のこみ焼却炉であるカス化溶融炉においては，操業

条件によっては（燃焼時の酸素ポテソ：■ヤルが高くする），重金属類を溶融スラクに溶け込

ませることができると言われているが，その場合は，スラグを別の用途に利用する時に，条

件によっては重金属の溶出の不安がある

　一方，燃焼ではなく堆肥として利用しようとすると，肥効成分とともに重金属と塩類が田

畑こ持ち込まれて汚染が拡散するおそれがある　海産物の廃棄物を飼料として使う場合も，

カドミウムが問題になっている．それを除去する16）にしても，最終的にカドミウムを含む

ものをとう最終処分するかという問題が残る

　（3）活性汚泥の間題

　水処理に用いられた活性汚泥にも重金属類が含まれている（表4）高温加熱しないで堆

肥として用いるとすれは，肥効成分とともに重金属が田畑に持ち込むことになり，一方，高

温加熱処理すると，発生したタストの処理に問題が移る

　（4）焼却タストの問題

　高温で行なう鉄鋼精錬において，表4のような重金属類を含むタストが発生する　この

中で亜鉛分だげは回収しても経済的に成り立つが，それ以外は，最終処分が間題になってい

る．

　また，石炭を燃焼すると，重金属を含むタスト（表4）を発生する　石油，天然カスに比

へて，石炭使用の問題点の1つはこの重金属を含むタストの処理にある

　以上で述べたことに共通な問題は，もとの廃棄物に徴量含まれていた重金属の挙動であ

る　長い地球の歴史の中で，人類は重金属と共存してきて，重金属を含む多くの元素は，あ

る量までは人体に取って必要成分になっている．したがって，いくつの金属成分は，食品を

通して供給される量では不足するので，栄養剤などとして供給することが必要である（表5

の第3列）．しかし，近年，産業が拡大するにつれて，土中から掘り出された天然資源の中

に含まれていた重金属類が人類の生存環境に多く持ち出され，食物なとを通して人体に摂取

される量が増えた結果，許容限界に近づきつつあるのもがいくつかある（表5の第4列）．

これらは，摂取量が過ぎると，表6に示すような疾患の原因になる　また，これらの元素

類は，人体の中に蓄積される傾向にあるので長い時問をかけて人体に悪影響を及ほすおそれ

がある　以上のように，特定の重金属類は人体に悪影響を与えるので，これ以上，自然界に

拡散させないようにすることが必要になってきている．

　重金属が自然界に拡散するのを防くために従来取られてきたのは，濃縮したタストについ

てはできるだげ溶出しないような処理（キレート処理など）を行なった後，管理型処分場に

埋めて外部への拡散を抑制するという方法と，逆にできるだげ重金属が希薄な状態にして自

然界に出すという方法である　しかし，則者についても，処分地の余力がなくなりつつある

ことや，また，管理型と言っても，本当に外部に漏れることを防止できるかどうか懸念され

るに至っている．

　一方，重金属類は，資源としての寿命という点から見ると，表7に示すようにいくつか

のものは，数10年後には枯渇のおそれがある　しかし，この廃棄物起因の重金属を，現時



174 片山　裕之・北村 寿宏・三谷　賢範・田中 暁巳・竹内　久雄

表5　人体における各種金属の適正量22）

元素記号
体重1gあたりの体内濃度 現在の食事によると不足する元素 現在の食事によると摂取しすぎる元素

Ca 15mg／g体重 ○

K 2．0 ○

Na 1．5

Mg 1．5 ○

Fe 85．7μg／g体重 ○

Zn 28．5 ○

Pb 1．71 ○

Mn 1．43 ○

Cu 1．14 ○

Cd 714ng／g体重 ○

Hg 186 ○

Se 171 ○

Mo 143 ○

INi 143 ○

3価 ○
Cr 28．5

6価 ○

As 28．5 ○

Co 21．4

表6　過度の重金属が人体に及ぽす悪影響19助

元素 影 響

As 貧血症，胃障害，肝臓症侯，潰瘍，皮膚・肺癌，奇形児，不妊症

Cd 肺気腫，肺類繊維種（子宮筋腫），肝臓障害（結石），腎臓障害，血管系障害，骨軟化

Hg 中枢神経障害，肝臓・腎臓障害，発癌性，奇形児

Ni 皮膚炎，腸疾患；発癌性，

Pb 貧血症，血管系障害，神経障害，発育不良，胃腸障害，発癌性

Cr 動脈硬化，心臓発作
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点で純金属の状態まで製錬して回収することは経済的にはなりたたない．

　重金属を含むものを人工鉱山に保管するという発想9）は，この矛盾を解決しようとするも

のである　重金属類を含むものをできるだげ濃縮した状態のまま，健康に悪影響を及ほさな

いような状態まで処理して，将来，取り出して有効利用するという想定のもとで，保管する

というものである．その具体的方法を検討する必要がある．

　以上のように循環型システムを支えるために留意しなげればならない第1の視点は，随

伴する元素の中でとくに人体に有害な重金属類の拡散を防ぎ，安定化して保管し，できれは

必要なときには利用できるようにすることである．

　第2の視点は，できるだけ少ないエネノレギー消費（すなわち，総合的なエソトロピー増

加を極力小さくできるように配慮しつつ），循環を可能にするために，種々の配慮が必要で

ある．まず，分別，そして輸送の効率向上である．さらに，製品設計の段階から配慮して，

廃棄物段階で，できるだげ分離のための工不ルギーを少なくできるように，入り混じりを少

なくすることである　これは，元素の混合から，相の混合，さらには，使える部品ははずし

やすくしておくことなどの各種レベルのことを含んでいる．これが，環境配慮設計，エコデ

ザイソ，リサイクル設計なとと呼はれているものである　また，設計から廃棄後までのライ

フサイクルを通しての情報の高度化（ITの利用）は，効率的にものを循環させるには不可

欠である．

　表3に示した各業界での研究課題も，この2つに関係するものが多いことがわかる．す

なわち，有害不純物の行方に着眼した適正最終処分方法，環境配慮設計およぴITの利用

は，循環型システムを作るための共通的な技術課題と言える．

　　　　　　　　　　　　　　　　4．研究すべき課題

　（1）重金属の動きに着眼した排出物処理のノステム的検討

　部品としての利用や，物質としての利用（マテリアルリサイクノレ）をできるだげ行なった

後に，循環プロセスからの排出物されるものについて，『できるだげ有効利用するとともに，

環境に拡散すると問題になるものについては最終の保管形態まで考える』という点から考え

られるフローと研究課題を図4，図5に示す．

　これに基づいて，主要な研究課題と主な着眼点を示す．

　（a）との道を取るへきかは，排出物の形態や，重金属，随伴元素の含有量状況に依存す

　　る．その調査を行なって，類型化を行なう．

　（b）燃焼熱の高効率利用法

　　　廃棄物燃焼時には各種の腐食性カスを発生する場合が多いので，通常の設備材料では

　　高温燃焼ができず，通常の熱回収法では熱効率が低い　高温燃焼に耐える容器材料の開

　　発，熱電変換なとの新しい方法での熱回収法の開発なとが望まれる

　（C）重金属や塩分を伴う排出物から肥料成分を分離して用いる方法のノステム化

　　　地域から出ているガス化栽培という発想24）によると，肥効成分はガス化して土壌に

　　吸収され，重金属や塩分は残溢中に残る　この原理を用いた家庭菜園についてはその可
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表7　主な鉱物資源の埋蔵量と可採年数11・23）

元素記号 生産量 埋蔵量 可採年数（年） リサイクノレ率（％）

As 5．51万t 100万t 18

Ag 1．46万t 28万t 19

Zn 733万t 1．47億t 20 13

Sn 21．1万t 428万t 20 8
Pb 333万t 7000万t 21 32

Au 1818t 4．2万t 23

Hg 5156t 13万t 25

Cd 2．02万t 53．5万t 26

Ti 645万t 1．73億t 27 50

Sr 23．5万t 680万t 29 0
Bi 2770t 8．95万t 32 S

Zr 99．3万t 3600万t 36 33

Th 2．54万t 91万t 36

Mn 2210万t 8．12億t 37 7
Cu 903万t 3．52億t 39 47

U 5．0万t 220万t 44

Se 1818t 8．O万t 44 38

Mo 11万t 553万t 50 25

Be 7138t 38．2万t 54 26

Ni 87．2万t 4900万t 56 81

Ta 376t 2．18万t 58 32

W 4．33万t 257万t 59 19

Fe 9．83億t 661億t 67 38

Co 4．34万t 331万t 76 23

Sb 5．27万t 420万t 80 25

Re 33．6t 5．6万t 82 49

B 290万t 3．2億t 110 S

Cr 1172万t 13．6億t 116 27

V 3．32万t 427万t 129 24

A1 1．14億t 218億t 192 55

Pt 287t 5．6万t 195 12

Nb 1．37万t 354万t 258 1
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図5　重金属に着目した焼却灰 ダストの処理プロセス

　能性が実証されている．大規模のごみ処理と栽培の連結システムを考えたい．

（d）生ごみ分解や，堆肥化の促進方法

　　生ごみ処理において各種徴生物の利用法が研究されているが，通常存在する徴生物の

　働きをミネラノレ分を加えて助長し高速化できる可能性が地域から提唱されている25）．
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　　堆肥化の促進についても検討してみたい．

　（e）焼却灰，ダストの人工資源化におげる最適条件の検討

　　　現実の場で安全に保管するという言う点から，図5において，処理をどこまで行な

　　うか，それぞれとのような条件で行なうか＜温度，酸素ポテソノヤル，共存元素の影

　　響＞，生成物（重金属濃縮物，スラクなとの副産物）の安定性（風化性，溶出性なと）

　　を実験的に検討する　そのようなテータは，人工鉱山を具体的に検討するために必要で

　　ある．いま，想定しているプロセスの2つの例を以下に示す．

　ケースA
　⑧加熱して，揮発性の重金属類が濃縮したタストと，溶融スラクの方に分離する　加熱条

　　件は，スラクにできるだげ重金属類が移行しないような条件を選択する

　⑧このタストをできるだげ低い温度で加熱還元処理して粗金属塊を作り，保管する　発生

　　ダストは，最初の工程に戻して処理する．

　ケースB
　自然界に存在している鉱石中での重金属類の存在形態を参考にして，スラクの中にできる

だげ多量の重金属類を安定な形で溶かL込んで酸化物や硫化物として保管する

　（2）環境配慮の設計ツーノレ化

　環境配慮しないで作られた製品が廃棄物になった後，その循環法を考えるのでは環境負荷

低減に限界がある．製品設計の時から環境配慮をして，循環型システムを取りやすくしてお

くことが望まれることは言うまでもない．また，多くの製品に対して，広く系統的な環境配

慮を行なわせるようにし，しかも，通常の設計作業の中でルーチソ的に使えるものにしてお

げば，総合的に環境負荷低減効果を大きくできる．これが，r環境配慮の設計ツール化』の

意味である．

　現時点で設計ソールとして存在するのは，機械的な観点から見た組立て　解体性評価法が

一部，実用化されている27）のと，プロセスや使用材料についての複数案を，LCAで比較評

価する程度である　とくに，材料製作側と製品設計側の両者で相互理解，意志疎通が不足し

ていると思われる．

　そこで，設計者が思考の過程で求める支援手段として，とくに材料選択の所で役に立ち，

設計のIT化28）の中に位置づけられるものを目指す．

　（ステップ）

　⑧図1に示したような環境配慮設計の例を集めて解析し，類型化するとともに，それを

　　拡張して　般化する　（→テータヘースにあたるアイテア集を作る）

　⑧設計者が環境配慮を考える時の思考の流れ26）を類型化する　（仮説を作成して，設計者

　　にアソヶ一トを出して修正し，実像に迫ってゆく．）

　⑧設計されたもののライフサイクノレにおける環境への影響の評価法（循環遇程における有

　　害元素の流れなとの取り込めるようにする）（評価手段の作成）

　・まず，製品対象を絞ってソフトの作成，修正を行う（例　自転車）

　⑧ソフトの一般化

　・このソフトにより材料＜エコマテリアノレ＞と各種製品の設計との関係について検討する
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（既開発のエコマテリアノレの使用拡大，これから開発すへきエコマテリアノレの絞込みな

ど）

　20世紀の工学の反省を踏まえ，21世紀に望まれる『未来型工学』は，『有限地球感，循環

思想，文明進化の多様化』の3つを踏まえて，環境調和型杜会システムの創生を目指すべ

きことが提唱されている29）そして，学際総合工学，農学，経済学，杜会学なとの学際総

合型アプローチが必要とされている．その中で環境調和型技術の例として，

　⑧環境モニタリソグ，保全，修復技術，

　・環境予測，評価，シミュレーショソ技術

　⑧ユネルギー高効率局度化利用技術

　⑧物質工不ノレギー生産技術（製品廃棄物のクローストンステム化，原料や溶媒に有害物を

　　使用しないプロセス，再生型の資源，工不ノレギー源を基礎とした循環型の生産技術体系

　　の構築など）

などが挙げられている．これらといくつかの点で重なっているが，本報で提案したもののは

　・プラスの要素をもったものを循環させる中で，マイナスの要素をもったもの（重金属な

　　ど）を抜き出し安定化するという過程に注目すべきである

　⑧製品製造におげる環境配慮を広げ環境改善への効果を拡大するためには，製品設計者が

　　だれでも使えるような設計ツーノレ化すべきである

という2つの目標を立てたことに特徴がある．

5．ま　　と　　め

　循環型杜会形成に向けて杜会の各分野での取組みが活発になり始めた．その総合として，

環境負荷改善効果を大きくするための共通的な技術課題は，循環の中からはみ出す有害不純

物を含んだ廃棄物（ノユレソタータスト，活性汚泥，焼却タスト，焼却灰およぴ生コミ）の

適正最終処分方法と，製品設計の段階から環境配慮を取り込めるようにすることである　前

者については，重金属類を環境に拡散させないとともに，資源が不足した時には取り出せる

ような処理方法を求めるという点から，また後者については，ITを利用した設計のなかに

位置づげられる設計ツーノレ化を目指して，今後研究を進めてゆきたい．
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島根県　島根県地球温暖化対策推進計画（平成12年3月）

作田庸一ほか；帆立貝廃棄物からのカドミウム除去効率に及ぼす要因の影響；廃棄物学会誌，11
（4）

高月　紘，酒井伸一，有害廃棄物（中央法規）

新環境管理設備事典編集委員会，廃棄物処理　リサイクノレ，P487（産業調査会マーケヅチソクセ
ソター）

守富　寛；徴量物質・環境リスク都会第2回ワークショップ資料（2000年6月）〈未踏科学技術

協会エコマテリアル研究会＞

金属系二次資源有効利用部会報告書（平成8年）（金属系材料研究開発セソター）

横山隆寿；徴量物質・環境リスク部会第2回ワークショップ資料（2000年6月）＜未踏科学技術

協会エコマテリアル研究会

桜井　弘；金属は人体になぜ必要か（講談杜）

西山　孝；資源経済学のすすめ　中公新書

特願2000－05123；有機ガスの脱臭方法および装置（㈲制電工業）

特開2000－197873；有機廃棄物処理法（㈲八束物産）

畑村洋太郎；設計の方法論（岩波講座　現代工学の基礎）

山際康之；組立性・分解性工学（工業調査会）

馬場錬成，大丈夫か日本の’もの作り（フレソテソト杜）

中島常正編：工学は何を目指すか　東京大学出版会


